
　予約受付（専用使用）の方法 

予約

（優先度）

区　分

NO.1 市及び市教育委員会が主催・共催する大会・行事等

NO.2

選定事業者の自主事業

・プロスポーツ大会、イベント、講演会等

NO.3

全国・全道規模、十勝管内大会

・帯広市体育連盟に加盟する団体等が主催・主管

市内・十勝管内の総合型地域スポーツクラブが主催・

主管

道東地区障がい者スポーツ指導者協議会が主催・主

管

市内・十勝管内の保育所、幼稚園、小中学校、児童保

育センター、高等学校、大学が主催・主管する事業

市の他の体育施設または文化・教育施設の指定管理

者が実施する事業

NO.5 一般の専用利用

共通 翌年度の「優先予約利用調整」は、他の体育施設の指定管理者と連絡・調整のうえ、設定する。

共通 翌年度の「優先予約利用調整」は、原則２月１４日までに確定する。

ＮＯ１ 市教育委員会がとりまとめ、選定事業者に情報を提供する。。

NO.3 市教育委員会が特別に認めた事業、及び選定事業者がやむを得ないと判断し、市教育委員会の承認を得た事業を含む。

NO.4 市教育委員会が認めた事業に限る。

NO.5 利用年度の市施設予約システムの空き状況は、前年度の２月１５日に一般公開を開始する。施設空き状況は、概ね現在日から２・３か月後まで閲覧可能。
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